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令和７年第２回白石町議会定例会会議録 

 

 会議月日  令和７年３月12日（第９日目） 

 場  所  白石町役場議場 

 開  会  午前９時30分 

 

１．出席議員は次のとおりである。        

     １番  溝 上 広 行      ９番  定 松 弘 介 

     ２番  南 里 隆 司      10番  前 田 弘次郎 

     ３番  田 島 隆 一      11番  吉 岡 英 允 

     ４番  吉 岡 正 博      12番  草 場 祥 則 

     ５番  岸 川 信 義      13番  片 渕 栄二郎 

     ６番  友 田 香将雄      14番  西 山 清 則 

     ７番  重 富 邦 夫      15番  溝 上 良 夫 

     ８番  中 村 秀 子      16番  内 野 さよ子 

 

２．欠席議員は次のとおりである。 

    な  し 

 

３．地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者は次のとおりである。 

   町    長  田 島 健 一    副  町  長  百 武 和 義 

   教  育  長  下 平 博 明    総 務 課 長  中 村 政 文 

   企画財政課長  大 串 恭 隆    総合戦略課長  山 口 裕 一 

   税 務 課 長  出 雲   誠    住 民 課 長  谷 川 友 子 

   保健福祉課長  木 須 英 喜    長寿社会課長  小 野   勉 

   生活環境課長  土 井   一    農業振興課長  吉 村   浩 

   商工観光課長  谷 﨑 孝 則    農村整備課長  吉 村 大 樹 

   建 設 課 長  鶴 田 浩 紀    会 計 管 理 者  久 原 美 穂 

   学校教育課長  久 原 正 好    新しい学校づくり課長  永 石   敏 

   生涯学習課長  矢 川 靖 章    農業委員会事務局長  山 下 英 治 

 

４．議会事務のため出席した事務局職員は次のとおりである。 

   議会事務局長  中 原 賢 一 

   課 長 補 佐  川 﨑 常 弘 

   議事係書記  草 場 雅 子        

 

５．会議録署名議員の指名 会議録署名議員に次の２人を指名した。 

     １番  溝 上 広 行      ２番  南 里 隆 司 
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６．本日の議事日程は次のとおりである。 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 議案第22号 令和７年度白石町一般会計予算 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

９時30分 開議 

 

○内野さよ子議長 

 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 

日程第１ 

○内野さよ子議長 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議規則第119条の規定により、本日の会議録署名議員として、溝上広行議員、南

里隆司議員、両名を指名します。 

 

日程第２ 

○内野さよ子議長 

 日程第２、議案第22号「令和７年度白石町一般会計予算」を議題とします。 

 質疑に入ります。 

 質疑の際は、予算書の何ページ、予算説明資料の何ページとはっきりお示しくださ

い。 

 まず、予算書の１ページから10ページの第４表地方債まで、質疑ありませんか。 

 

○草場祥則議員 

 おはようございます。 

 予算書の１ページ、本年度の予算総額が174億円と過去最高になっておりますが、

その主な要因を説明お願いします。 

 

○大串恭隆企画財政課長 

 草場議員の質問にお答えをさせていただきます。 

 予算総額が174億円ということで、昨年が163億円でございましたので、11億700万

円程度予算額が増額をしております。歳出から申し上げますと、教育関係が非常に支

出が多くなっておりまして、白石地域の新設小学校の整備費では、新築工事の実施設

計あるいは造成工事の基本と実施設計、造成工事及び用地取得費として約５億

6,700万円予算を計上しておりまして、昨年よりも約３億9,000万円増額をいたしてお

ります。 

 また、２つ目は有明地域の新設小学校の施設の整備費でございまして、改修工事、

遊具新設工事及び机、椅子の購入費等に約５億2,500万円計上いたしております。こ
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れが昨年よりも約２億5,000万円増額をいたしております。 

 それと、３つ目でございますが、福富小学校の施設整備費といたしまして、７年度

から８年度まで継続費の設定をいたしまして、改修工事費等の約２億円を計上いたし

ておりまして、昨年よりも約１億8,000万円増額をしております。 

 最後に、新設中学校の施設整備費でございますが、旧福富中学校の解体工事費が約

３億2,000万円で、昨年よりも２億6,000万円プラスになっております。先ほどの増額

の計を足しますと、10億8,000万円程度になっております。それ以外に昨年度計上し

ておりました防災無線の工事費等が減額になったり、そういった部分もございます。 

 それで、歳入といたしましては、増額した部分につきまして起債の過疎対策事業債

を借りておりまして、今年の予算計上額が約17億2,000万円ございまして、昨年より

も12億6,000万円増額をいたしております。合併特例債につきましては、事業がもう

起債の期限が過ぎたということでゼロになっておりまして、あと地方交付税の予算計

上額が48億2,000万円ということで、プラス7,000万円増えております。歳入の分の先

ほどの３つを合計いたしますと、約10億4,000万円でございまして、大まかに言えば

これらのことが理由となります。 

 以上でございます。 

 

○内野さよ子議長 

 ほかにありませんか。ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これで質疑を終わります。質疑なしと認めまして次に移ります。 

 それでは、次に歳入予算書14ページから32ページまで、質疑ありませんか。 

 

○南里隆司議員 

 予算書27ページ、財政調整基金について質問いたします。 

 本町の財政調整基金が約28億円とありますが、これは人口が約２倍の武雄市が29億

円、人口が約５倍の唐津市が40億円、ほぼ本町と人口規模が同じ嬉野市が41.7億円と

いう高い数字を持っている自治体もありますが、人口から見て非常に高い金額ではな

いかと私は考えております。勉強会でこの28億円の根拠を聞いたときに、お答えがあ

ったのが、全ての町税が失われるような災害を想定して、それに５億円上積みして設

定しているという話がありましたが、普通に考えて、全ての町税が失われるような大

きな災害があれば国なども当然真剣に対応するし、ほかの地域の大きな災害を見ても、

何千億、場合によっては兆の規模の国の補正予算を作ったりもしていると認識してお

ります。 

 町内を回ってても、白石町の財政調整基金は多過ぎるんではないかという声を多く

聞きます。財政調整基金をもっと町民の生活を守る施策に活用していくべきではない

かと考えますが、どうでしょうか。 

 

○大串恭隆企画財政課長 

 昨日の勉強会でも若干お答えをいたしておりますが、財政調整基金につきましては
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当該年度や各年度間での財政調整などを目的に設置をしておりまして、令和７年度当

初におきましては、予算書にも出てまいりますが、８億円を取り崩して財源不足を補

おうということで、基金を取り崩して一般会計に繰入れをいたしております。 

 本町では、財政調整基金の毎年度当初の保有目標を20億円ということで、標準財政

規模の25％、単年度の町税の額の相当と定めておりまして、毎年度３月補正時におき

まして、事業費の精算等により、結果的には令和４年度以降、年度末残高が28億円ほ

ど確保をしている状況でございます。 

 今後の小学校の再編に係る施設整備等によりまして、これまで以上に財源が必要に

なってまいります。また、財政調整基金積立金は本来、大幅な税収減や災害による支

出の増加など、緊急的な財政出動に備えるべき基金でございまして、将来にわたって

一定の金額を確保していく必要があると考えております。その額を本町では20億円程

度と見込み、最初に申し上げましたとおり、毎年度当初の保有目標額と設定をいたし

ておるところでございます。 

 以上です。 

 

○内野さよ子議長 

 ほかにありませんか。 

 

○草場祥則議員 

 予算書29ページ、学校給食費徴収金ということで、国では令和８年度から小学校の

無償化を表明されておりますが、町では率先して行う考えはないでしょうか。 

 

○久原正好学校教育課長 

 給食の無償化ですね。令和８年度から小学校の無償化に取り組むという国の方針が

先般、報道がされたところです。その無償化を町で先行してという御質問であります。 

 先日、３月６日の一般質問において溝上広行議員の質問にもございましたが、学校

給食の無償化先行というところですが、小・中学校の再編を一つのポイントといたし

まして、またその後の中学校の部分もございます。そういったところの国の動向を注

視しながら、これまでの田島町長の答弁、先般の企画財政課長の答弁の繰り返しとな

りますが、大型事業などに要する経費の把握とその影響を考えまして、実施について

は引き続き検討をさせていただくということで、お願いしたいと思います。 

 以上です。 

 

○草場祥則議員 

 これは田島町長の決断でできると思います。町長の決断をお願いします。 

 

○田島健一町長 

 学校給食費の無償化については、全国的にもこれまでも議論がなされていたところ

でございます。本町においても、全ての児童・生徒に対して無償化というのには至ら

なかったわけでございますけども、保護者の皆さんたちの出費が多い小学校６年生と
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中学校３年生にはということで、これまでも実施してきたことでありますし、また毎

年度の値上がり分についても据置きといいますか、負担増の分はまた町でみるという

ことで、形としては全てが無償化じゃないですけれども、ある程度のことはやってき

たかなというふうに思っているところでございます。 

 そういった中において、今、国の大きな動きとして無償化の話があってございます

ので、先ほど来課長答弁でもありますように、白石町においては今日、学校再編で子

どもに関わる町の予算というのが相当大きくなっておりまして、給食費に係る総事業

費が約１億円ぐらいあろうかというふうに思いますけども、待っていただければとい

うふうに思っております。 

 この辺についても、国の動きも注視しながらやっていきたいと思っておりますので、

隣りあたりの市町と比較されるとつらいところもありますけども、白石町今の子ども

たち、学校教育に関する費用をいかほど使ってるかというところも御算段をいただき

ながらやっていきたいというふうに思います。よろしくお願いしたいと思います。 

 

○内野さよ子議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これで質疑を終わります。 

 歳出に入ります。 

 33ページから54ページの諸費まで、質疑ありませんか。 

 

○吉岡正博議員 

 ２点御質問をさせていただきます。 

 １つは、予算書の37ページ、タブレットでは39ページになります。 

 ２の１の１目の一般管理費の中に職員手当等で特別職報酬等審議会委員報酬という

のがあるんですが、この委員さんについてお尋ねなんですが、議員もこの審議会のほ

うで審議をされるわけですけれども、議員の活動というのが議場だけ、年４場所で済

ませているわけではございません。議場外での活動もございまして、そこら辺のとこ

ろよく理解されている、議員活動のことを精通されている方もこの審議会委員の中に

就任をさせていただくことが必要だなと私は感じるところなんですが、次回からはそ

ういうのを検討していただけないでしょうかというのが１点目です。 

 ２点目です。今度は38ページ、タブレットでは40ページになります。 

 ２の１の１目の一般管理費の中の駐在員業務委託料なんですが、駐在員制度という

がうちは旧八箇村ごとに大分実態として違っておりまして、地区によっては自治会長、

区長の数人の中で持ち回りというところがございます。そのときに、駐在員手当を自

分の範疇の自治会長、区長に分けるとするところがございまして、それはそれで分け

るのはいいんですが、ここが税金上の問題になってくると、駐在員さんである方にだ

けその分が税金が来ると。分けた分については自分の手元に残らないのに、その分ま

で所得として税金を払わなくていけないという形になっております。 

 そこについては、分けるときにその分駐在員である区長が取ればいいかもしれませ
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んが、次に問題なるのが、この頃定年が延びたことによって、区長で現職の方がおい

でになります。すると、社会保険に入っている方はいいんですが、国民健康保険税の

対象になる方は人の分まで持ってる駐在員手当で国保税がかかってくると。だけど、

次の別の人は社会保険料だからそこまではかからないと。非常に税金上の分がずれが

生じまして、これは以前からの問題でございまして、これについて駐在員である自治

会長、区長に過重な負担がいかないような、何か説明とかシステムができないものな

のかお尋ねをいたします。２点です。 

 

○中村政文総務課長 

 まず１点目の特別職報酬等審議会委員の中で、議会活動に理解がある委員さんの就

任の必要があるんではないかというところの質問でございます。 

 これまでの審議会の内容としましては、報酬の改定の状況であるとか、ほかの地方

公共団体との均衡などをしながら審議をまいっておりましたが、議会議員に精通して

いる方が委員に入るということで、報酬の改定についてほかの委員さん方が非常に判

断はしやすい状況にあるかなというふうなことは理解をしているところです。議員報

酬に限らず、特別職の町長、副町長、教育長の給料も審議をいたしますので、こちら

のほうにももちろん御理解というか、精通をしている方も必要であるというふうなと

ころは考えているところです。 

 このようなことから、双方の考え方でいきますと、例えば議員活動に詳しいという

か、理解があるというかという方といいますと、考えてみますと、元議員さんであっ

たりとか、そういう専門の地方自治に精通されてる教授とかというようなことも考え

られますので、そういう方たちの人選といいますか、その者を探しながら次回は取り

組めたらなというふうに思っておりますので、検討のほうはさせていただきたいとい

うふうに考えております。 

 それと、２点目での駐在員の委託料、このことについての対応はどうなっているの

かという御質問でございます。 

 駐在員の業務の委託料につきましては、駐在員との覚書というものを取り交わして

おりまして、それに基づいて、その覚書の中に委嘱費というような表現の仕方で駐在

員業務の対価として支払っているところです。 

 議員からも申されましたとおり、以前から分配といいますかね、駐在員さんがもら

ってほかの方の地区に分配をされているというような地区からの相談等はあっており

ましたが、各地区によって分配のやり方がどうしてもいろいろあって、もう分配はし

てないよという地区もあれば、先ほど言われるような各代表区長さんにも分配をして

らっしゃるというような現状があっております。これは、どうしても昔ながらの区長

制度の中から引き継いで駐在員という業務が立ち上がったところからの流れでもあり

ましたけれども、このようなことから、総務課としては毎年度、駐在員会の初会議の

折に、駐在員の業務についてというところの説明の中で、先ほど申しました覚書等で

いいますように、あくまで駐在員としての業務に対しての対価ですよということで、

御自身の収入となりますのでということでお願いはしておるところです。 

 それで、なかなかこのやり方をどうするかということもずっと過去、検討も何回と
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なくされておりますけれども、税法上といいますか、その立ち位置の関係上、そうい

うふうな形になっているというところでございます。抜本的といいますか、これから

の働き方社会の中でいろいろ変わっていく中で、代表区長といいますか、駐在員さん

をされたから、所得といいますか、税金が増えたとか、そういうふうなところを全体

的に考えますと、運営費の中での大きい考え方、例えば行政区の運営費交付金も区に

お支払いをしているわけですね。そういう大きな仕組みの中で、考え方を変えていか

んばならんとかなというふうな話は出しているところです。直接、じゃ、そこを一件

一件お願いしますというようなことは申してはいませんけれども、そういうところか

らこれからも先ほど言いました駐在員運営費という大きい中での組み替えとかという

ことも考えながら、うまくスムーズに駐在員業務をやっていけるようにできたらなと

いうふうに考えているところです。 

 以上です。 

 

○内野さよ子議長 

 すみません、答弁は簡潔にお願いします。 

 

○吉岡正博議員 

 再質問も簡潔に努力いたします。 

 さっきありました審議会の件については御検討よろしくお願いします。取り組みさ

せていただきますという答弁でしたので。 

 もう一つの駐在員の報酬の件は、確かに駐在員になられたときに説明があってると

思うんですが、そのときには皆さんぴんとこられてないみたいなんですよ。そして、

１年たって確定申告とか国民健康保険税が来て、おりゃ、なしてこがん来るとかなと

いうので気づかれてるパターンが多いみたいですので、これに関してはじゃあ、さっ

きみたいに今後取り組みますって簡単に言えるもんではなくて長年の懸案でもありま

すし、税務署との協議も必要でございますので、十分研究をしていただいて、過重な

負担にならないような研究をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

 

○内野さよ子議長 

 ほかにありませんか。 

 

○溝上良夫議員 

 説明資料の11ページ、12ページですね。 

 スマイルしろいし商品券給付事業、この委託料の中、デジタル商品券システム使用

料、印刷製本費、広告店舗募集費等、この中でシステムの使用料というのがあります

けども、これに関してシステムの改修はないんですかね。委託先でのシステム使用料

なのか、そこら辺をまずお伺いします。 

 それと、12ページですかね。 

 結婚新生活支援事業、この中で年齢の制限があります。29歳以下、39歳以下、これ
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の年齢を決めた理由ですね。昨今、晩婚化が進んでる中、この制限は取ることができ

ないのか。多分県費で520万円、地域少子化対策重点推進交付金ですね。この交付金

がこの年齢の制限のひもがついてるのかどうか、この２点をまずお伺いします。 

 

○山口裕一総合戦略課長 

 まず、１点目でございます。 

 デジタル商品券の分でございますけども、こちらに関しましては、事業を実現でき

るような企業のパッケージものの中で展開してまいります。その中でまた入札をして

いくということで、システムそのものの改修とか、そういったことではございません

けれども、当町バージョンにカスタマイズしていくというような格好になります。そ

もそものパッケージものがありながら、当町の事業に合ったような形で実現できるよ

うな格好で事業展開をしていくと、それによる入札もまた行ってまいります。 

 もう一点ですけども、結婚新生活支援事業、そもそもここの若者世代ということの

考え方自体も非常に定義が難しいと思ってます。議員が先ほどおっしゃったように、

これは実は財源というのが地域少子化対策重点推進交付金でございます。この国の実

施要領によりまして、夫婦ともに39歳以下と定めておるということから、当町におき

ましてはそれに準拠しているということでございます。基本的には国の制度に準じて

おるわけですけれども、ただし年齢ですとか補助の上限、所得要件、これは自治体が

独自に設定することは可能でございます。本町では所得要件も撤廃しておりまして、

令和４年度より500万円以上の世帯についても町単独での支援というものも行ってお

ります。 

 年齢要件につきましては、現在、これ以上、40歳を超えても出産されるという方も

少なくないことから、随時検討はしておりますけれども、じゃあどこで区切るのかと

いう根拠が示せないといいますか、示すことが非常に難しいと思っておりまして、令

和７年度につきましても基準どおり39歳以下としております。それともう一つなんで

すけれども、人口ビジョンで見てみると、人口ピラミッドの29歳から30歳、そしてゼ

ロ歳から９歳のところでピラミッドのへこみというのが非常にございます。ここを町

としては平準化したい、ここを補充して持続可能な地域社会をつくり上げたいという

ようなことで事業展開をしておりますよう、ここは御理解いただきたいと思っており

ます。 

 以上です。 

 

○溝上良夫議員 

 デジタル商品券の件ですが、他町の話を聞くとシステム改修料がかかるとかなんと

か話を聞いたんですが、当町の場合は委託で済ますからかからないということの理解

でよろしいんですか。 

 それと、もう一つの結婚新生活の支援事業。晩婚が進む中、この年齢制限というの

はさっきの話を聞く限りは分かりました。何とか高齢者というか、晩婚の方の支援も

ぜひ考えてほしいと思います。町独自の予算を使ってでもやってもらいたいと思いま

すが、そこら辺を再度お伺いします。 
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○山口裕一総合戦略課長 

 デジタル商品券のシステムのほうにつきましては、そのような理解で結構かと思っ

ております。 

 年齢制限、ここにつきましては、今、社会的動向ですとか晩婚化、これは議員おっ

しゃるように進んでまいっておりますので、ここにつきましても今後、事業施策の組

み込みの中で少しばかり検討してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願い

したいと思います。 

 

○内野さよ子議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 

○溝上広行議員 

 予算書だと53ページ、説明資料だと３ページの交通安全対策費の中の自転車用ヘル

メット購入費補助金のことでお尋ねいたします。 

 上限額が2,000円というふうになってまして、似たようなのでコンポスト補助金み

たいなのが過去あったのを記憶してるんですけど、そのときに個人的に思ったんです

が、申請者の手間がかかるのは避けたいなと思いますし、事務負担も最小限にするべ

きだと思ってまして、かける予算よりも人件費が高くついたら元も子もないですし、

そこら辺簡素化がどんなふうに進むのかなというのをお尋ねしたいです。 

 それと、実施期間が３年度になっているんですけれども、小・中学生の補助がある

んで３年後も継続するのが妥当かなと思うんですけども、ここはなんか３年度ずつの

見直しルールみたいなのでそういうふうに記載があるのかなというのを疑問に思いま

したので、御回答よろしくお願いします。 

 

○中村政文総務課長 

 ヘルメット購入補助の申請につきましては、デジタル技術等を併用しながら申請者

の年齢層に合わせた方法を考えながら、手間や交付までの時間短縮を図ってまいりた

いと考えてます。また、ＤＸ化を活用しまして事務負担の軽減を図って、効率化を目

指せればというふうに考えてるところです。 

 それと、事業実施期間につきましては、新規事業でありますので、サンセットのル

ールの中で令和９年度までとしておりますけれども、３年後にこの事業の実績、検証

等を行って、そのことによって事業の見直しを行うとか、また継続等の判断を行って

いくというふうに行っていこうと思っております。 

 以上です。 

 

○内野さよ子議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 

○吉岡英允議員 
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 予算書47ページ、説明資料の10ページでお願いいたします。 

 地域おこし協力隊推進事業が予算に計上を今度されておりますけども、具体的な活

用形態についてお尋ねをいたします。 

 

○山口裕一総合戦略課長 

 具体的な活用形態ということでございますけども、これにつきましては各課から募

集を募ったところでございまして、その後、検討会等により取り組みさせていただい

ておりますけれども、１つ目が直接的な移住・定住に係る業務に１人採用を、これは

年度途中でございますけれども、考えているところでございます。それと、今年度の

事業の中で、これはまた計画をしていくという業務も伴走支援の中で行っていくわけ

なんですけれども、その中で今年計画をしたところで来年の予定といたしまして、も

う一人スポーツの推進ということをテーマにしたところで１名。それと、もう一人が

地域づくり推進協議会に係る業務で１名ということで、ここはローカル的なところで

少しばかり考えているところです。 

 以上です。 

 

○内野さよ子議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 

○岸川信義議員 

 先ほど溝上議員から質疑がありました自転車を使うときのヘルメットの補助金につ

いてお伺いします。 

 私、実は去年ヘルメットを買ったんですけれど、当時は江北町があってたので補助

があったら非常に助かるなと、特に生徒を持ってる人たちにとっては大事だなという

ことで、非常にいい取り組みだと思っております。その中で２つ質問しますけれども、

１つが補助率、それからもう一つがその上限をお願いします。 

 

○中村政文総務課長 

 自転車ヘルメットの補助につきまして、まず補助金額の補助率ですけれども、購入

金額の２分の１としております。ただし、１件当たりが2,000円で上限というふうに

しております。 

 以上です。（「ありがとうございます」と呼ぶ者あり） 

 

○内野さよ子議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これで質疑を終わります。 

 次に、55ページの税務管理費から63ページの監査委員費まで、質疑ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 
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 次に、63ページの社会福祉総務費から86ページの子ども・子育て支援事業費まで、

質疑ありませんか。 

 

○吉岡正博議員 

 予算書の72ページです。タブレットでは74ページになります。 

 ２の１の３目の老人福祉費の中に、老人クラブ活動等社会参加促進事業補助金とい

うことで319万4,000円ございます。これについては、なんか交付対象が町連合会とな

っているようですけれども、連合会に属しない単位老人クラブが対象とならない根拠

を教えてください。 

 

○小野 勉長寿社会課長 

 老人クラブ活動事業補助金の交付についてのお尋ねでございます。 

 この補助金につきましては、交付要綱に基づいて交付をしておりますけども、先ほ

どお話ありましたとおり、単位クラブが老人クラブ連合会から抜けているという話は

こちらのほうでも承知しております。今のところ、お話にありましたとおり、連合会

に対して補助金を交付しているということでございますけども、この老人クラブ連合

会は白石町の全体の老人クラブの集まりということでこちらは認識しております。そ

の老人クラブの集まり、高齢者の方々の御意見とか、いろんな提言とか、そういった

部分で御提言をいただき、町の行政に大変寄与いただいてると、御協力をいただいて

るということでこちらは判断しております。 

 そういうこともありますので、これからも老人クラブ連合会への補助金という形は

続けてまいりたいと思っております。仮に、単位クラブに対しての補助金を交付する

ということがあった場合には、単位クラブが老人クラブ連合から抜けていくというこ

ともあり得るのかなと思ってますが、そういったことはできるだけ避けたいなという

形で思っております。今の形で進めてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

 

○吉岡正博議員 

 連合会の存在理由というか、それいうのも十分町に協力もしていただいているとい

うことで、私も連合会の補助金を削る必要はないと思いますが、ただ老連に加入して

いない老人クラブが非常に増えている実態です。ある地区については、なんか来年度

はもうなくなるみたいなところもございます。ただ、単位老人クラブはあるわけです

よね。そして、活動をされてる。ただ、町老連のほうに入らないという状態が増えて

きておりまして、それが看過できないぐらい多くなってきておりますんで、今後この

補助金のところも見直す必要があるのかな。特に、この間、昨日ですか、ふるさと納

税をなぜ充てるのかということに、町としては活力と魅力ある豊かなまちづくりに老

人クラブは該当するから、この補助金を充てるということで、単位クラブもそれに該

当すると思いますので、今後はその辺の加入率を見ていきますと、底のほうに拡大す

るといいますか、あくまでも町の分を削れということじゃなくて、対象としていくこ

とを検討する時期が来ているかと思いますけれども、いかがでしょうか。 
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○小野 勉長寿社会課長 

 単位クラブへの補助金を追加してはというふうなお話でございます。 

 今、老人クラブ連合会に交付している補助金、この分は会員掛ける幾らという形で

出しております。なので、老人クラブ連合会に加入されている単位クラブに対しては

老連から補助金が出ているという形になってます。なので、こちらとしては連合会に

入って交付を受けるお金を受け取っていただきたいなと思っております。 

 その単位クラブに対する補助金を追加してはということに関しましては、先ほど答

弁しましたのと繰り返しになるかも分かりませんが、それによって単位クラブが連合

会から抜けていく。抜けていって高齢者の方々を代表とする組織、町全体の組織がな

くなっていく、弱体化していくというのをなくしてほしいなとこちらは思っておりま

す。もちろん、単位クラブが活発化することで、弱体化という言葉は悪かったかも分

かりませんけども、そういったことはないかも分かりませんが、町としての組織はぜ

ひ残していただきたい、そういうことです。 

 以上です。 

 

○内野さよ子議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 

○溝上広行議員 

 予算書の64ページの社会福祉協議会補助金についてなんですけれども、これは説明

書はなかったので、すみません、お尋ねしたいんですが、この補助金が何に使われて

るのかなという使途を教えていただければと思います。運営費なのか、違う何か特出

した目的でやってるのかというところで、よろしくお願いします。 

 

○木須英喜保健福祉課長 

 社会福祉協議会補助金について答弁をさせていただきます。 

 ７年度の予算といたしましては2,500万円を計上いたしておりますが、この使途と

いうことです。 

 社会福祉協議会の中の総務係、あと地域福祉係、これらの方々の５名分の人件費を

助成するという形で支出をいたしたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

○内野さよ子議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これで質疑を終わります。 

 次に、86ページの保健衛生総務費から97ページの下水道費まで、質疑ありませんか。 

 

○西山清則議員 

 説明書の38ページ、ごみ処理センター負担金についてですけども、杵藤広域圏組合
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の杵藤クリーンセンターですけれども、これがもう平成27年度で終了して、令和６年

から最終処理場の廃止が確認されていますが、この負担金がいつまで続くのか伺いた

いと思います。 

 

○土井 一生活環境課長 

 杵藤広域圏の旧杵藤クリーンセンターの負担金というふうなことでの御質問でござ

います。 

 クリーンセンターは、先ほど議員おっしゃいましたとおり、既に閉鎖されまして、

施設のほうはもうない状態ですけれども、あそこの最終処分場のほうの雨水処理、雨

水から浸出する水、これにつきまして環境基準内には収まっているんですが、まだ塩

分濃度が若干高いというふうなことで、地元の近くの水路のほうに流せないというふ

うなことから、パイプラインを通じまして六角川のすぐ手前の武雄川のほうまで浸出

雨水のほうを放流しているところでございます。これに関しまして、送水のためのポ

ンプとか電気関係の経費がかかっている状況でございます。 

 塩分濃度がどれぐらいまで下がれば地元の水路のほうに自然排水できるかと、期間

はどれぐらいまでかという御質問でございますけれども、これにつきましては他県の

事例を見ますと10年ぐらいかかってるところもあるようですので、ただ杵藤クリーン

センターの塩分濃度がどれぐらいで下がるかというのは今の段階ではまだ未定でござ

います。 

 以上です。 

 

○内野さよ子議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これで質疑を終わります。 

 次に、98ページの労働諸費から112ページの農村公園管理費まで、質疑ありません

か。 

 

○吉岡英允議員 

 予算書の99ページでお願いいたします。 

 農林水産業費の農地費の中の農業委員会費でお尋ねをいたします。 

 18節の一番最後というか、書いてありますけども、負担金及び補助金及び交付金の

ことですけども、これをずっと見よったところ、遊休農地解消対策補助金というふう

なことで、令和６年度まではなかったかなと思う事業でございますので、新規事業か

なとも思われますので、その説明をお願いしたいと思います。 

 

○山下英治農業委員会事務局長 

 それでは、お答えいたします。 

 農業委員会のほうでは定期的に農地パトロールを実施をし、管理が行き届いていな

い農地の確認調査を行っております。この調査後に農業委員と事務局で管理が行き届
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いていない農地の今後の対応を協議し、所有者への管理の助言、また指導をいたして

おりますけれども、事情により改善が見られない農地が散見をされてきております。 

 農業委員会としましては、管理が行き届いていない農地の解消を推進するため、今

回、白石町遊休農地解消対策事業補助金の創設を提案をさせていただいておるところ

でございます。具体的には、遊休農地となっている他人の農地を耕作することを目的

に、新たに所有権移転、または使用貸借権を設定した農家に対し、農地の整備に係る

経費について10アール当たり６万円を上限に補助することとしております。 

 以上です。 

 

○吉岡英允議員 

 10アール当たり６万円の助成をするというふうなことなんですけども、これは本当

いいことだと思いますので、遊休農地がないように、また解決するようによろしくお

願いしておきます。説明は結構です。 

 

○内野さよ子議長 

 ほかに。 

 

○片渕栄二郎議員 

 説明資料の56ページ、細事業名が基幹水利施設ストックマネジメント事業費の中の

予算額の委託料で、内容説明の龍神排水機場で経済効果算定に係る排水解析業務委託

料として1,100万円組んでおられますけれども、内容をお聞かせをいただきたいと思

います。 

 

○吉村大樹農村整備課長 

 それでは、龍神排水機場の解析業務委託について御説明をいたします。 

 福富地域の代行干拓地区の龍神排水機場でございますが、造成から20年以上が経過

しておりまして、施設の全体的なオーバーホールが必要というふうになってきており

ます。このため、令和９年度採択を目標として準備を進めるために、今年度、事業計

画書並び経済効果算定のための排水解析業務を行うこととなっております。 

 排水解析業務ではございますが、内容でございますが、まずは作物の生産効果、そ

して営農経費の節減効果、維持管理費の節減効果、災害防止効果、そして国産農産物

安定供給効果などについて解析を行うというふうになっております。この部分につき

ましては、この事業の採択の必須の業務となっておりますので、佐賀県のほうに申請

を行うときに必要な書類となっております。しかしながら、ここの部分については

1,100万円予算を計上しておるところでございますが、佐賀県のほうから1,000万円の

補助があるというふうになっておりますので、そういった形で対応したいと思ってお

ります。 

 以上です。 

 

○片渕栄二郎議員 
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 町内の排水機場はもう年数がずっとたっておりますけれども、龍神排水機場は20年

という答弁がございましたけれども、町内の20年以上たっている排水機場についても

今後こういった事業を進めていかれるわけですか。 

 

○吉村大樹農村整備課長 

 お答えします。 

 今現在は御存じのように、新明排水機場についてオーバーホール等を行ってきてい

るところでございます。 

 今後、他の排水機場についても点検等をしながら、総合点検をしながら、オーバー

ホールが必要なところについては順次行っていくというふうに考えております。 

 以上です。 

 

○内野さよ子議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 

○重富邦夫議員 

 予算書102ページ、説明書では44ページ、お願いします。 

 農業振興費の農地利用効率化等支援交付金、これは地域計画の早期実現に向けてと

いうことで、担い手が機械を導入することの支援ということで行われている新規事業

でございますけれども、これは要は投資をされる方は地域計画との何か連動性みたい

なものは要件としてあるんでしょうか。例えば、計画の中でどこどこの農地を担って

いただくようになったから、この事業を使えるようになったとか、何かそういった要

件があるのかどうなのか、そのあたりのことをお知らせください。 

 

○吉村 浩農業振興課長 

 この事業につきましては、おっしゃるとおり、地域計画が策定をされた後に各地域

の農業の担い手を育成するというような目的になっております。この事業の実施主体、

農業者につきましては、地域計画の中で目標地図ということで、この農地はこの方が

作りますよということであるんですけれども、この目標地図に位置づけられたものと

いうのが条件になっているところです。 

 以上です。 

 そのほかは耕作に関する面積等の条件があるというようなところです。 

 以上です。 

 

○重富邦夫議員 

 地域計画の中に位置づけられているものであるのならば、採択されるという認識で

いいんでしょうか。また、農業振興課、役所としてこの地域計画に何か青写真みたい

なものはあるのかどうなのか、そういったところまで含めてお願いします。 

 

○吉村 浩農業振興課長 
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 この交付金につきましては、全国的にも非常に人気の事業でして、今回もコンバイ

ン等、ほかの事業では導入できないものということで、申請をする手続を取ってると

ころですけども、なかなか採択が難しくて、先ほどあったように、地域計画に位置づ

けられているものという条件はあるんですけれども、自動的に採択ではなくて、国庫

事業は今ポイント制になっておりますので、条件不利地域だったとか、そういうとこ

ろが有利だったりしますので、必ず採択されるわけではないということを申し上げま

す。 

 それと、地域計画に対する青写真ということですけれども、令和６年度、今年度は

まず１回目の地域計画、このようなものですよということで町内の９つの地区で地域

計画協議の場を開催をいたしまして、農業者の方にも集まっていただきました。出席

率が少ないというような課題もございましたけれども、今後はよく今言われてますけ

れども、農業従事者が減っている中で担い手にいかに集積、集約をしていくかという

のが問題になってくると思います。もともと白石町は全国的に比べても集積率がかな

り高いほうでもありますけれども、これをさらに高めて、今、大規模農家の中では用

水のポンプの地区が離れていること、どんどん農地を引き受けていくけれどもポンプ

場係が地区が違うということで、あっちこっち操作に行かんばならんというような問

題もあっております。そういうところも加味しながら、もっと集約を進めていければ

ということで思っております。国のほうからは集積率８割以上ということを上げてお

りけれども、白石町はこれはクリアはしてるんですけども、さらにこちらのほうもま

た上げていきたいということで思っております。 

 以上です。 

 

○内野さよ子議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 

○溝上広行議員 

 予算書の101ページ、有明愛菜農園管理費で読み方合ってますかね、についてなん

ですけれども、額は少ない事業ですけど、そもそもなぜこの事業が実施されているの

かなというのと、予算上でいったら町の負担があるというような感じなので、事務の

手間もかかってると思うんで、手数料で賄えるような感じの手数料に設定したほうが

よいのではと思うんですけれど、どうでしょうか。よろしくお願いします。 

 

○吉村 浩農業振興課長 

 この有明愛菜農園につきましては、白石町愛菜農園条例というものに基づいて農園

自体は設置をされてるところです。その条例の中では、設置目的として農業者以外の

者が野菜等を栽培し、自然に触れ合うとともに、農業に対する理解を深めるため、愛

菜農園を設置するということでされておりますけれども、当課で行ってます事業もほ

ぼこれに沿ったものになっております。 

 この由来としましては、平成７年頃と思いますけれども、有明スカイパークふれあ

い郷が建設をされております。その当時に補助金等が活用されておりますけれども、
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その中のメニューとして、こういう市民農園の開放というようなこともするようなメ

ニューがあったということでお聞きをしております。その趣旨としては、都市の住民

と農村地帯の交流をするということで、しろいしぺったんこ祭りの名前の由来にもな

っておりますけれども、そういう触れ合いをするというようなことでこの農園自体が

設置をされてるところです。 

 この事業費としましては、予算書にもありますけれども、大部分を農地の借地料

10万円を占めております。おっしゃるとおり、当課としてもここの分を手数料で賄う

ようにということで考えておりますけれども、近年、利用者の方が減っておりまして、

今年度、６年度につきましては13人の方、町内が12人、町外からお一人いらっしゃい

ます。今、ちょうど３月21日まで７年度の利用者のほうを募集をしておりまして、継

続利用者の方への確認と新規の募集、広報等を行っておりますけれども、ここの利用

者の方を増やすという努力も続けているところです。あわせて、料金につきましては

条例で決まってるというところもあるんですけれども、上げ過ぎても借りる方がいら

っしゃらないということで、そこのバランスを検討といいますか、バランスを考慮し

て今、料金のほうを設定しておりますので、これを上げるとまた少なくなるところも

あるもので、今のような状況に至っているというところです。 

 以上です。 

 

○吉村大樹農村整備課長 

 すみません、先ほどの答弁で１点修正をお願いします。 

 片渕議員からの御質問の龍神排水機場の排水解析業務のところの補助金のところで、

私は県の補助金が1,000万円とお答えしたと思いますが、正確には国からの補助金が

1,000万円ということでございました。大変申し訳ございません。 

 

○内野さよ子議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これで質疑を終わります。 

 暫時休憩をします。 

10時29分 休憩 

10時45分 再開 

○内野さよ子議長 

 質疑の再開をします。 

 次に、112ページの林業振興費から120ページの観光費まで、質疑ありませんか。 

 

○前田弘次郎議員 

 予算書118ページ、タブレットで120ページ、商工団体振興補助金ということで

1,951万8,000円出ておりますが、この振興の中身ですね。何のために、何の振興なの

かということをまず１つと、次に予算書120ページ、タブレット122ページ、桜の里管

理費ということで、今回、洋式トイレとかの工事をしていただくことは大変いいんで
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すけど、もともとこの桜の里というのは桜が一番有名なとこで、桜の木に関しての管

理が全然予算に上がってないというとこで、取りあえずこの２つをお聞きしたいと思

います。 

 

○谷﨑孝則商工観光課長 

 まず、商工団体振興費補助金についてでございます。 

 この補助金の内訳等でございますけども、令和５年度の実績を基に説明をさせてい

ただきます。令和６年度の申請もほぼ同等の内容でございます。 

 交付要綱上では、補助金の対象経費を、まず１番目を小規模事業者の経営または技

術の改善、発達のために要する経費、そして２番目の対象経費といたしまして、商工

業の振興及び安定を図るために要する経費、そして３番目の対象経費といたしまして、

地域総合振興事業に要する経費というところで定めております。 

 補助金の内訳といたしましては以上でございます。 

 そして、桜の里の管理の関係でございます。 

 桜の里につきましては、有明海、白石平野を一望できて、本町のもちろん観光名所

として、佐賀の美しい景観づくり地区にも選ばれている観光名所でございます。しか

しながら、最近では景観的に樹木が生い茂ってきておりまして、鹿島からの見通し、

そして展望所、桜の里公園からの展望がちょっと見通しが悪い現状となってきており

ます。そして、ここは保安林として指定をされておりますので、なかなか早急な対応

が難しい状況でございます。 

 以上でございます。 

 

○前田弘次郎議員 

 では、まず最初に商工団体の振興補助金ということで今、説明をいただきましたけ

ど、これは一般質問された方もおります。元来、商工会の団体ということではなく、

私は商工会の会員の方々に、要するに町からお仕事とかをして、その会員同士でまた

お金を町内で回すというような感じにしたほうがいいんじゃないかと。自分たち商工

会団体のほうは商工会の会員さんの皆さんで運営をされていくんですから、そこにお

金を投じるじゃなく、そういう契約関係、そういうのを商工会の会員さんを中心にや

っていくような考えをやっていかれたがいいと思いますが、これは副町長にお聞きし

ます。 

 次に桜の里ですけど、今、課長からあそこは有明海を望むということで、正月の初

日の出は大変お客さんも多く来られております。この間、何年か前、ケーブルテレビ

も来られておりますが、そこまで行く堤からの道路に関しては建設課の御配慮により、

年末ちゃんと掃除をしていただいております。枯れ葉とか、イノシシ関係で石とか落

ちてきたのを全部通りやすいように、これは建設課でやっていただいておりますけど、

桜の里自体は、桜の里というぐらいですから、本当は桜があそこは前は牛間田のほう

まで一文字に鹿島のほうからも見えてたんですね。今、それが全然見えなくなってる

と。これはある意味、桜の木自体の老木ということで、大体桜の年数が50年というぐ

らいで、今はもう50年ぐらい生わされてからなっております。この辺のとも町として、
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桜の里という一つの名前はあって、今後観光協会もできてやっていかれるので、何か

保安林ということですけど、根から切るんじゃなく、要するにある程度上で出るのを

止めたら桜は見えるんですよね。そういった作業も今後やっていかれたら、これは地

元の方からも要望が出てますので、副町長、２点よろしくお願いします。 

 

○百武和義副町長 

 まず、商工団体振興費補助金の件でございます。 

 これは先ほど課長が答弁しましたとおり、そしてまたこれもずっと以前からも説明

してきておりますけども、白石町商工会におきましても町内の商工業者や地域の企業、

事業者、商店などが加盟をされておりまして、協同で経済活動の支援、それから地域

の発展に貢献する役割を果たされております。地域経済の発展を目的とした重要な組

織でありまして、中小企業や個人事業主の声を代表し、経済的な支援を必要とする事

業者に対して経営相談、研修の実施、販路拡大の支援、地域振興イベントの企画など

など、様々なサービスやメリットを提供されているだけではなく、最近では経済環境

の変化や競争激化、特にさきのコロナ禍とか物価高騰によって深刻な影響を受けてお

られる地域の事業者を支えるためにということで存在もされているということで思っ

ております。 

 そういった商工会でございます。先ほど議員のほうからは、商工会だけにではなく、

それぞれの個々の事業者に対して補助とか仕事を出すべきではという御意見でござい

ます。町のほうでも御案内のとおり、町内業者の方に優先して仕事をしてもらうとい

う方針の下で発注のほうをしております。そういったことで、今後も引き続き、町内

業者の皆さんに仕事を取っていただきたいというふうに思ってもおります。そして、

商工会に対しては、先ほどの役割を十分に再度確認をしていただいて、町のほうも支

援のほうをさせていただきながら、さらなる活発な活動を促していきたいというふう

に思っているところでございます。 

 それから、桜の里公園の件でございます。 

 これについては、本当に毎年、時期には町内外から多くの皆さんにおいでいただい

ております。先ほど議員言われたように、非常に樹木が生い茂り、見通しが悪いとい

うこと、それと樹木も老木化しているということ、こういったことがあります。しか

しながら、多くの人に訪れていただいているということで、毎年、道路等の環境整備

も行っておりますけども、令和７年度には今回の当初予算のほうでトイレの洋式化も

させていただきたいということで計上させていただいております。 

 今後、生い茂った樹木の管理をどうしていくか、そしてまた桜の木が老木になって

いるという、その対策も合わせたところで地元のほうとも十分に話し合いながら、検

討していきたいというふうに思います。 

 以上です。 

 

○内野さよ子議長 

 ほかに質疑ありませんか。 
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○草場祥則議員 

 予算書の117ページ、中小企業設備資金利子補助金252万円になっております。これ

は非常に個人企業といたしましては助かっております。 

 そこで、件数と補助要件と効果、補助を受けた後の経営状況の把握などを説明して

ください。 

 

○谷﨑孝則商工観光課長 

 中小企業者設備資金借入利子補給金の件でございます。 

 まず、件数でございますけども、利子補給金の近年の実績についてお答えいたしま

す。令和３年度が54件、令和４年度が61件、令和５年度75件、令和６年度、見込みで

ございますけど、83件となっております。 

 次に、補助要件と効果というところで申し上げますが、まず内容といたしましては、

国、県、町の制度資金を利用し、設備投資を行った者に対しまして、利子補給期間を

貸付けの日から３年以内、そして利子補給率を1.0％以内、そして限度額を10万円、

借入額金額の合計のうち1,000万円が限度と定めておりまして、要件といたしまして

は、町内に店舗、工場または事業場を有することと、そしてもう一つの要件といたし

まして、町民税などの納税義務を有し、完全に履行していることということを要件と

いたしております。効果といたしましては、各種制度資金、国、県、町の貸付に伴う

償還負担を軽減することで町内中小企業者の設備の近代化を促し、経営の合理化及び

経済的な地域の向上を図ることができているものと町としては考えております。 

 補助後の経営状況の把握等についてでございますが、利子補給金による事業者支援

制度につきましては、事業者の身近な相談窓口となっておられます白石町商工会の協

力の下に実施ができております。事業完了後も白石町商工会に協力をしてもらいなが

ら、調査をさせていただいております。 

 以上でございます。 

 

○内野さよ子議長 

 ほかに。 

 

○草場祥則議員 

 この件数が増えておりますね。課長はどのようなお考えですか。どのように捉えて

おられるか。 

 

○谷﨑孝則商工観光課長 

 そうですね、件数が伸びてきているというところですけども、１つはコロナがある

程度落ち着いてきたというところでの新たな事業展開に向けての設備投資であります

とか、そして後継者がおられるところなどについては、後継者の方に承継がある程度

見通しが立ったところでの新たな設備投資なども、そういうところが見受けられるの

かなと担当課としては思っております。 

 以上です。 
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○内野さよ子議長 

 ほかに。 

 

○吉岡正博議員 

 予算書の112ページ、タブレットでは114ページ以降になりますけれども、６款２項

の林業費全体でお尋ねをいたします。 

 １目の林業振興費で前年度比76万1,000円の減です。２目の林道費で512万円の減で

す。治山費に至っては800万円の減といいますか、もう廃目となっております。この

林業費全体で昨年度比1,302万7,000円の減ですけれども、これはどういう方向、方針

で減っていってるのかお尋ねをいたします。 

 

○吉村大樹農村整備課長 

 それではまず、林業振興費で御説明を申し上げます。 

 林業振興費では、森林環境譲与税を活用し、令和６年度は大字大渡、馬洗地区の間

伐を実施をしております。あわせて、同じく辺田、田野上地区については森林所有者

の意向調査を実施したところでございます。令和７年度につきましては、先ほど申し

ました辺田、田野上地区につきまして現地調査、協定書の取得、森林調査測量を実施

するということにしておりますが、間伐については令和８年度に実施をしますので、

この間伐が予算的には一番大きな割合を占めると思っております。その分がなくなっ

た部分で、対前年比が76万1,000円程度減額になっとるということになります。です

ので、令和８年度は辺田、田野上地区の間伐業務の予算が計上されることになるとい

うふうに考えております。 

 次に、林道費でございますが、林道深浦渡平線のほうで路肩の崩壊等が激しかった

もんですから、補助事業を活用して整備を行っております。そして、併せて令和６年

度については、５年に１回、林道の橋梁点検というのを実施しなければならないとい

うふうになっておりますので、それを実施したということになります。ですので、令

和７年度はその道路の補修工事、また林道の橋梁点検がございませんので、その分の

予算が減額になっとるということです。 

 次に、治山費でございますが、治山費につきましては、令和元年度から豪雨災害に

より被災されました船野・嘉瀬川地区の河川の改良工事を順次継続してきているとこ

ろでございます。令和６年度の予算、これはこの繰越しになりますが、令和６年度の

予算までで予算は確保できておりますので、令和７年度については予算を計上してな

いということになります。 

 以上のことから、令和６年度は一時的に予算が増大した年度となっとるところでご

ざいますが、令和７年度については通常の維持管理経費を計上したということで、予

算配分の優先度を下げたとか、そういうことではございません。今後も必要に応じて

予算を要求し、森林の適切な管理に努めていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 
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○吉岡正博議員 

 個別の事業をするしないで違ってくるというのは分かるんですが、６年度から森林

環境税というのが新しくできて、白石町にも400万円からのお金が入ってきておりま

す、新たに。それで、６年度が増えたのは、ああそうかと思ったわけですけど、７年

度がどんと下がる。じゃあ、今年は入ってこないのかと思ったら、417万円ですか、

入ってきております。なんか林業が非常にこの頃、私は身近にあるもんですから見え

ますが、町有林を走ってる大きな道がもう四輪駆動じゃないと走れないような町管理

の道もありましたので、さっき一つ一つの事業はあったりなかったりですけど、今年

度そういうところを、今年度と言いませんが、町管理の林道が四駆でないと走れない

ような道になってしまってるというのは非常に問題があると思いますので、そういう

ことに森林環境税で利用できた余裕を使って、継続的に林業をしていただきたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

 

○吉村大樹農村整備課長 

 議員御指摘のとおり、林道関係についてもかなり傷み等が発生して、御迷惑をかけ

ているところがあろうと思います。今後、点検等を行いながら、どういった形での対

応が必要なのか検討して、対応を行っていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

 

○内野さよ子議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 

○溝上広行議員 

 予算書の114ページの緑化推進費のことでお尋ねなんですけれども、まず単純なお

尋ねなんですけど、植栽管理委託料というので上がってるんですけど、植栽ってどこ

ら辺がメインなのかというのを知りたいんですけれども、よろしいでしょうか。 

 

○吉村大樹農村整備課長 

 緑化推進費のほうでの植栽管理委託料でございます。 

 ここの分につきましては、合併前から植栽が行われておりましたが、基本的には有

明水路沿いに植栽がされている桜とかナンキンハゼとか、そういうとの樹木について

剪定、防除作業を行っとるというふうな形になります。 

 以上です。 

 

○内野さよ子議長 

 ほかに。 

 

○中村秀子議員 

 予算書119ページのまちおこし補助事業ですけれども、昨日質問いたしたんですけ

ども、昨日のお話では、まちおこし運営委員会の補助金で、そこでいろんな町の行事
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をどうするか、ぺったんこ祭りに一本化しましたよだとか、５月の修学旅行に布団を

貸し出しますよ、そういうような補助金だということでお話があったんですけれども、

まちおこしについてはこれから非常に重要な局面を迎えているという私の感想を持っ

ているんですけども、まちおこしについて、この協議会の中でぺったんこ祭り一本に

町営の行事は決めて、その他に対しても補助金は出すけれども、町が主催する行事が

ぺったんこ祭りですよというようなことがまちおこし運営委員会の中で決まり、そう

いうふうな内容についても補助金をどうするかというのが決まっているということで

すけれども、このまちおこし運営委員会の内容について、どういう人がやって、いつ

あって、どういうふうな内容で会議をするのか、町のことを全部ここに委託するんだ

ったら大変大きな事業だなと思いましたので、そこら辺どうでしょうか。 

 

○谷﨑孝則商工観光課長 

 まちおこし運営委員会の件でお尋ねでございますが、まちおこし運営委員会のまず

構成メンバーについてでございますが、そうですね、町との関係団体といいますか、

商工会やＪＡ、漁業協同組合、そして青年実業会の皆様、そして地域で地域活性化の

ために取り組み、各イベントなどを各地域で行われている団体の代表者の方などから

構成をいたしまして、これまで白石町のイベントについて、イベントでの町の活性化

といいますか、そういうところで市町村合併後、春、夏、秋と、この３つのイベント

を中心に検討をしていただきながら、実行委員会にその協議内容を下ろして、実行委

員会のほうで具体的な取り組み内容を検討、また協議していただいて、イベント実施

をしてきたと。そしてまた、その反省や成果などを基にまた協議をしていただいて、

また次の年の事業計画を協議していただきながら、これまで継続をされてきたという

とこでございます。 

 そういう中で、一般質問の中でも答弁させていただきましたけど、令和６年度から

は春祭りについても地域のほうに実行委員会を移管させていただくというようなこと

で決定をさせていただいて、町のイベントについては町が主催するイベントとしては

ぺったんこ祭り一本に絞らせていただくというような決定をまちおこし運営委員会の

中でしていただいたという経緯でございます。 

 今後の方向性について、昨日の勉強会でも申し上げたところではございますけども、

今後、このまちおこし運営委員会の本来の目的と、そしてもう一つ、観光推進協議会

というものが商工観光課所管で協議会を持っておりまして、議員も先ほど申されたよ

うに、これからの観光施策を本町が考えるときに、もう観光推進協議会とまちおこし

運営委員会、そこはもう例えば一体化して、オール白石の観光戦略会議というような

ところで、これはまだ仮名でございますけど、こういうことで委員の皆様方からも観

光協会設立の検討時からそういう御意見などもいただいておりまして、もう前田議員

のお話でもあっておりましたけど、オール白石で観光地域づくりに取り組んでいこう

というような御意見をいただいております。町としてもそういうことが必要だと思っ

ております。地域住民と一体となって行政が協働、連携しながら取り込んでいくとい

うようなとこで、今年度中にはこの具体的な組織の方向性っていいますか、具体的に

進めたいと思っているとこでございます。 
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 長くなりましたが、以上でございます。 

 

○中村秀子議員 

 ただいまの答弁の中では、まちおこしの委員というのはＪＡ、商工会、農協、漁協、

地域の代表さんですね。その人たちが集まって、ぺったんこ祭りだけに町の行事はし

ようと、よう決めたもんだなって思ってるんですよ。地域の人たちが、町が主導して

いろんな行事をしてもらったらありがたいなと思うところ、こういう地域のいろんな

代表者の方がぺったんこ祭りで、一つでいいんじゃないというようなところはすごい

英断だなというふうに思ってるんですけど、これについて決まってから私たちは知る

わけですけれども、その経過についての内容の報告だとかということについて、どの

ようにされたか、私が聞いてなかったのかもしれませんけれども。そしてまた、先ほ

ど課長もおっしゃいましたけど、私も今度、観光協会が設立されましたので、それと

のリンクというか、予算が別建てになっていて、観光協会の予算はまた別建て、外部

の事業所だから外部というようなことだと思いますけれども、このリンクをして、観

光協会と観光まちおこし事業、まちおこしの委員会というのの関係性というのはどう

いうふうに持っていかれようとしているのかを伺いたいと思います。 

 

○谷﨑孝則商工観光課長 

 まずは３つのイベントを１つにさせていただいたといいますか、一本化になった経

緯は先ほども説明させていただきましたが、すみません、先ほどの答弁の補足でござ

いますけど、私が申し上げておりませんでしたが、議会からも前田議員さんのほうに

は議会代表ということで入っていただいております。申し訳ございません。申し上げ

ておりませんでした。 

 そういうところで、議会に対しても、中村議員おっしゃったように、もう結果があ

る程度こういう形で持っていきたいと思いますという段階になってから議員説明会で

説明をさせていただいたという経緯は確かにございますが、委員の皆様方からいただ

いた御意見等では、アフターコロナを見据えてどんどん逆に盛り上げていかんばいか

んやろうもんという御意見ももちろんございましたが、それよりもどちらかといえば、

合併20周年を機に、前にして、各地域ごとに行われている、各地域ごとに盛り上がっ

ている感があるので、垣根をなくしたいと、そろそろ20周年というところでですよ。

そういうところで、もう町主催としてそろそろ一本に絞っていってはどうかという御

意見が多うございました。そういうところで、町といたしましても、もちろん財政的

な面もございます。そういうとこも併せて検討しながら、一本化というところで決定

をされたところでございます。 

 そしてもう一点、まちおこし事業費補助金や、あと観光協会補助金など、当初予算

で計上させていただけますけど、このまちおこし事業費補助金の７年度までにつきま

して、ここはもうぺったんこ祭りの事業費でございます。町主催の分でございます。

そして、観光協会の補助金の中で1,890万8,000円、この中で人件費でありますとか、

そして観光事業費として、この辺を具体的に理事の皆さんなどにも提案をさせていた

だきながら、具体的な観光事業、イベントなどをやっていくのか、もちろんプロモー
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ション事業などはもう計画しておりますけれども、それ以外のイベントという部分は

どうやるのかというところを現在、検討されてるとこでございます。 

 もちろん、先ほど言いましたオール白石の観光戦略会議というところの立ち上げに

ついて町としては進めていきたいと現在、思っているとこでございますけど、このオ

ール白石の中にももちろん観光協会も一つの組織としてメンバーとして名を連ねると、

そして各関係団体と共に町が事務局となって、町全体の観光の方向性については町が

しっかり基本計画を策定いたしまして、改定いたしまして、進捗については管理を町

がしていくというふうなところで、そういう関係性で考えております。 

 以上でございます。 

 

○内野さよ子議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 では、質疑を終わります。 

 次に、120ページの土木総務費から131ページの防災費まで、質疑ありませんか。 

 

○重富邦夫議員 

 予算書の125ページをお願いいたします。 

 河川費、ここから10ページ、水路のことなど予算が計上されておりますけれども、

以前、町の財産ではないところを排水路として使用している、要は私有地を使って排

水路として使用しているところがあるというふうに指摘をさせていただいて、もう２

年ぐらい前になるんですけれども、そこは町として流させないとか、そういった問題

になりかねないので、町として買い受けるなど、そういった対応のほうが必要じゃな

いかというようなことを申し上げておりましたけれども、その後、時間がたっており

ますので、どういう対応をされて、また結果的にどのようになっておるのかお聞かせ

を願いたいと思います。 

 

○鶴田浩紀建設課長 

 重富議員さんのほうから以前御質問があっておりました私有地の水路についてのお

尋ねかと思いますけれども、あれから随分時間がたっているから、どういった対応を

されたのかということでございますけれども、申し訳ございません。その対応につい

ては、具体的にはどういうふうに対応していくかというふうなところまではいってお

りませんで、今後ともその所有者の方との対話が必要かと思っておりますので、その

辺からまずは進めていきたいというふうに考えているところでございます。申し訳ご

ざいません。 

 

○重富邦夫議員 

 ここは、要は所有者の方が時間がたつとともに年齢も上がっていって、結局所有者

が変わっていくということがまずございます。本来はその所有者の方と話がしっかり

できていたけれども、所有者が変わることによって話がうまくかみ合わなくなったり
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だとか、そういうことが起こり得る可能性があると。そうした場合、町が財産として

所有するべきなのか、しっかり契約書を交わして契約で押さえるという手法を取るか、

いずれにしてもあとの方たちが運用に困らないような手だてを取る必要があるんじゃ

ないかと思います。いま一度答弁をお願いいたします。 

 

○鶴田浩紀建設課長 

 先ほど重富議員さんがおっしゃられたとおりだと思っておりますので、これは先送

りせずに、もうできるものからしていかなければならない問題かと思っておりますの

で、あまり時間をかけないように、なるべく早く取りかかりをさせていただきたいと

いうふうに考えているところございます。 

 以上でございます。 

 

○内野さよ子議長 

 ほかに。 

 

○溝上良夫議員 

 予算書の121ページ、住民協働道路等環境整備事業費、これの現状をお伺いします。 

 ６年度の待機者、待機の地域がどれくらいあるのか。これは50万円から70万円にア

ップされておりますけども、コロナ後の物価高騰、建設資材の高騰はすごいものです。

倍ぐらいになってることで、今まで町道の路肩のコンクリートが50メーターできてる

のが今25メーターしかできないというふうな形で70万円にアップされてますけども、

とにかく今の待機者、待機の地域、何人ぐらい、何地域あるのか、まずお伺いします。 

 

○鶴田浩紀建設課長 

 住民協働道路等環境整備事業についてのお尋ねだと思いますけれども、今、待機し

ている地域がどれくらいあるかということですが、まず令和６年３月に地元の区長さ

ん宛てにどういった要望があるのか調査をさせていただきました。すると、この住民

協働に対しまして30地区ぐらいの希望があられるということで調査をしたところでご

ざいます。ただ、年間の事業費もございますので、この30地区全部を１年間でできる

かということは難しいところがございますので、これはまず３年間で取り組みをさせ

ていただきたいというふうに考えておりまして、大体年間10地区程度させていただき

たいというふうに考えておりまして、まずくじ引をさせていただきまして、その順番

を決めさせていただいております。それで、入られたところから随時取り組みをして

いただいているところでございますけれども、令和６年度につきましては13の地区で

取り組みを現在していただいているところです。 

 まず、手を挙げていただいたところも実際、地元に下ろしてみたら、いやそれは先

送りしようとか、そういった地区もございまして、現在取りやめられた地区もござい

ます。ですので、７年度に計画していたところからの前倒しで上がってきた地区もご

ざいます。ですので、３年ぐらいかかる見込みではございますけれども、非常に好評

をいただいている事業でございますので、今後とも推進を続けていきたいというふう



- 27 - 

に考えているところでございます。 

 地区数と、あと何やったですかね。（「よかよか」と呼ぶ者あり）よかですか。 

 

○溝上良夫議員 

 抽せん会というのは昔からあってたんですが、単純に30地区だと３年待ちですよね。

そういう形でいいものかどうか、３年に１回の抽せん会ということですよね。結局、

単純に言ったら、30地区あれば、10地区ずつだったら、３年ごとの抽せん会という形

みたいですよね。ずっと抽せん漏れの人は次の年の優先順位が決まってるわけですよ

ね。そういうものでいいものかどうか、もちろん予算があるから10件程度しかできな

いでしょうけども、もう少し方法を考えなきゃいけないんかなと思うんですが、そこ

ら辺の状況はどうなんでしょうか。 

 

○鶴田浩紀建設課長 

 溝上議員さんおっしゃるとおりでございますけど、非常に好評をいただいとる事業

でございまして、一つでも多くの地区の方にこの事業を使っていただきたいところで

はございますけれども、なかなか予算の関係上もございまして、そういったところな

んですけれども、中には地元の都合上もう取りやめるという地区もございまして、大

分繰上げも想定されるところでございますので、３年後に予定されてた方も前倒しに

なるかもしれないというふうな含みも持っているところでございます。３年ごとに事

業の抽せんになるかも分かりませんけれども、そこら辺は御了承いただきたいという

ふうに考えておるところでございます。申し訳ございません。 

 

○溝上良夫議員 

 大変いい事業です。反対に50万円か70万円か知らないですけども、地元でやりませ

ん、町にやってくださいと言われれば大変なことになるんですよね。そういうことで、

もう少し予算を考えられないかなというふうに思います。今後、検討をお願いいたし

ます。 

 

○内野さよ子議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 

○西山清則議員 

 予算書では124、125、それで説明資料では73ページと74ページです。 

 74ページの道路メンテナンス事業でありますけれども、５年に１回、目視で点検が

義務化されておりまして、それを補修工事とか、委託料なんかがかかっておりますけ

れども、これは５年に１回やることによって白石町だけでやるのか、江北町との折半

なのか、その辺を伺いたいと思います。 

 それと、河川総務費の中で六角川改修期成同盟負担金がありますけれども、これの

負担割合、市町によって負担割合があると思いますけど、それを伺いたいと思います。 
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○鶴田浩紀建設課長 

 まず、道路メンテナンス事業の５年に１度の橋梁の点検ということでございますけ

れども、議員さんおっしゃるのは新渡大橋のこと……（「ええ」と呼ぶ者あり）おっ

しゃってるということですよね。その新渡大橋に対しましては、おっしゃるとおり、

江北町と白石町で折半で管理をしてるところもございまして、実際、点検の結果が少

し悪くて補修工事をせんといかんというふうになった場合は、２分の１ずつの負担割

合をもって対応をさせていただくということになっておるところでございます。 

 それでは、六角川改修期成同盟会の負担割合でございますけれども、まず平等割が

ございまして、そしてあと人口割がございます。そして、面積割、そしてそれに対し

てずっと負担割合が決まっておりまして、白石町はその中で16.73％の負担を負担金

として納めさせていただいている、そういうふうな状況でございます。 

 以上でございます。 

 

○西山清則議員 

 新渡大橋ですけども、距離的にはそんなにないんですけども、勾配が結構あるわけ

ですよね。それで、自転車で上れない状態でありまして、それで歩道が狭いもんで、

自転車を押していく方が道路のほうに押していかれるんですよ。だから、その辺の防

護柵があれば歩道を押していく人もおると思うんですけど、道路のところで自転車を

押していかれておりますので、その辺をどうか検討していかなければいけないんじゃ

ないかなと思っております。その辺もまた江北とか県と話し合いながらやっていただ

きたいと思っております。 

 

○鶴田浩紀建設課長 

 議員おっしゃりましたとおり、そういったところがあるかということで、まずは現

場の確認をさせていただきたいと思っております。そして、申されたとおり、江北町

との双方で協議をする必要もございますので、今後そういった問題があるということ

で、また改めて江北町とも協議をさせていただきたいというふうに考えておるところ

でございます。 

 以上です。 

 

○内野さよ子議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 

○谷﨑孝則商工観光課長 

 先ほどの中村議員の御質問に対する私の答弁の中で、オール白石観光戦略会議の立

ち上げに関する検討を今年度中という発言を私がいたしました。ここは７年度中の検

討ということで、修正をさせていただきます。申し訳ございません。よろしくお願い

します。 

 

○内野さよ子議長 
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 これで質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

11時33分 休憩 

13時15分 再開 

○内野さよ子議長 

 会議を再開します。 

 次に、131ページの教育委員会費から155ページの学校統合再編施設整備費まで、質

疑ありませんか。 

 

○片渕栄二郎議員 

 予算書152ページ、説明資料でいきましょうか。説明資料80ページ、よろしいです

か。 

 細事業名が遠距離通学者支援事業費の予算額の17節の備品購入費の中で、マイクロ

バス３台、それからワンボックスカー３台、計６台の購入予定でございますけれど、

この駐車場はどのように考えておられるのかお聞きをいたしたいと思います。 

 

○永石 敏新しい学校づくり課長 

 ７年度で６台購入を予定をいたしておりますマイクロバス等の駐車場はどこにする

のかという御質問でございます。 

 ここのバスの駐車場につきましては、現在、白石中学校の西側にありますバスの駐

車場、それと有明公民館前の駐車場等々が考えられますが、今後、運行を行っていく

中でどこに待機をしとったほうが一番いいものなのかを検討していきながら、決定を

させていただきたいということで思っておるところでございます。 

 以上です。 

 

○片渕栄二郎議員 

 これは小学生でございますので、中学生とは違って非常に気を遣う問題と思ってお

ります。そういったことで、交通事故が絶対ないように、その駐車場の整備もちゃん

としていただきたいと思っております。 

 

○内野さよ子議長 

 ほかにありませんか。 

 

○吉岡正博議員 

 六角小学校の複式学級の件なんですが、去年、私が９月議会で質問をしましたら、

どういう対応がありますかって聞いたら、３パターンの方法があるということで、た

だ教員不足ですもんねというのがあったんですが、結果的にどういう対応をされるこ

とになったのかというのと、それが予算書のどこに出てきてるかが私が見つけきらん

もんで、この２方向からお尋ねです。 
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○久原正好学校教育課長 

 六角小学校では、新２年生、３年生が複式学級の人数ということに該当になる、今

までの状況だとなる予定です。先ほど吉岡議員言われたように、９月議会で３パター

ンというふうな回答をしていたところです。１つはフルタイムでの教員の措置、もう

一つは……（「科目ごと」と呼ぶ者あり）そうですね、国語と算数の科目ごとと、あ

と一つは何やったですかね。（「スクールアシスタント」と呼ぶ者あり）ありがとう

ございます。スクールアシスタントの対応でございます。（「いや、それのどれを取

ったかって聞いてる」と呼ぶ者あり） 

 失礼しました。そこの部分につきましては、予算措置をしているところです。内容

はフルタイムでの教員の措置を予算措置として行っております。 

 予算書で146ページ、タブレットで申しますと150ページになりますかね、というと

ころです。 

 申し訳ないですが、ここに教員という文言が出てきてございません。下から３行目、

用務員給というところの中に含めさせていただいてるところです。表記的にはおかし

いかと見た限りでは思いますけど、その中の職員給として併せて計上させてもらって

いるところです。 

 以上です。 

 

○吉岡正博議員 

 分かりました。用務員給ってなってると、だから見つけきらんやったですもんね。

分かりました。 

 そしたら、予算的には分かるんですけど、個別に採用できる方がおいでになったん

でしょうか。予算だけあって人間がおらんってならんことと思っているんですが。 

 

○久原正好学校教育課長 

 前々から人員不足というか、いらっしゃらない、いらっしゃらないということで、

ずっと元北村教育長と、それから鶴田主任指導主事等が探していただいて、何とか内

諾をいただける方がいらっしゃる状況です。 

 以上です。（「分かりました。ありがとうございます」と呼ぶ者あり） 

 

○内野さよ子議長 

 ほかに質疑ありませんか。質疑ありませんね。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これで質疑を終わります。 

 次に、156ページの社会教育総務費から最後まで、質疑ありませんか。 

 

○友田香将雄議員 

 予算書の176ページの件なんですけども、本年度の職員数263名と前年度265名とい

うふうにあります。たしか職員として内定された方の辞退が結構多かったということ

もあったというふうに伺っておりますけども、今年度も募集をかけられるというふう
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に思っています。予算全般的な話になってくるかも分かんないですけども、この人材

の確保というところについての取り組みというところを少しお答えいただければとい

うふうに思います。 

 

○中村政文総務課長 

 人材の確保をどうやっていくのかという御質問であったと思います。 

 そうですね、全国的にも公務員離れが叫ばれている今日ですけども、職員をいかに

確保するかについては全国的な問題とはなっているところです。この公務員離れを抑

制する対策としてですけれども、国はここ数年で初任給の引上げに取り組んでおりま

して、本町におきましても国、県の勧告に鑑みまして、同様に初任給を引き上げてい

るというところでございます。 

 本町におきましても、ここ数年ですけども、試験合格者の中から採用の辞退が出て

きているということもありまして、公務員離れのあおりを受けているのかなというふ

うに感じているところです。そういうところもありまして、来年度の採用につきまし

ては、昨年度実施しました試験で一応５名の人材を確保はしております。しかしなが

ら、今年度途中での退職者がありましたので、来年想定している職員数の不足を補う

ために、今年、初の追加試験を実施をさせていただきました。その中で３名の合格者

を得まして、令和７年４月１日の採用者数ということは８名を確保をすることができ

ておるところです。 

 今後は、有能な職員ということを確保するということでは、試験の時期とか試験の

方法、今回行った追加の試験でもありますけども、こういうことを改善をしながら、

白石町の役場で仕事をしたいと思えるような組織風土づくりをつくりながら検討する

というところで考えております。 

 以上です。 

 

○友田香将雄議員 

 今までは職員の数の適正化ということで、基本的に削減の話がよくあってたんです

けども、恐らく今後は逆に人材の確保が課題になってくるというのは間違いなく出て

くるというふうに思っています。 

 その中で、本町のラスパイレス指数に関しては96.6ということで、佐賀県内でいっ

たら本当に平均値になってきてはいるんですけども、全国平均からすると下回ってい

るというところもあります。恐らく今年度についてそのあたりも含めて考えられてい

くのかなって思うんですけども、今後の人材確保というところで考えていくと、本当

によく中国の故事じゃないですけども、通い始めじゃないですけども、そのあたりも

今頑張っていただいてる職員さんの待遇というところもしっかり考えていきながら、

県全体の方向性も見ながら特に取り組んでいく必要が今後出てくるんじゃないかなと

いうふうに思っているんですけども、そのあたりについての考え方も含めて少し答弁

いただければと思います。 

 

○中村政文総務課長 
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 そうですね、職員の確保ということで、先ほどにも答弁をいたしましたけれども、

民間の採用者との新規職員の競争の中で勝ち得るということになりますと、この試験

の時期も第１回目は統一試験で統一をしているというところもありまして、どうして

も重なってしまうとか、そういうところもありますので、先ほども申しましたけども、

その試験の時期、また試験の方法を改善しながら、採用に向けて進めてまいりたいと

考えております。 

 

○内野さよ子議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 

○吉岡正博議員 

 予算書で172ページですが、ここでよかったですよね。10の７の２目ですけど、学

校給食費で食材費の件なんですが、金額が大体、値上がり分を補填してますので、本

来払うべきものよりも２割少ないというか、してます。無償化にはなってませんが、

値上がり分を町がちゃんと見てますよというのを保護者さんたちにも十分知っていた

だきたいと思って、そういうふうな広報活動もされるんでしょうか。 

 

○久原正好学校教育課長 

 町のほうで平成27年度以降、学校給食費、食材高騰分を据え置いた金額で来年度も

続けて予算を計上しているところです。この部分につきましては、学校給食運営委員

会で各ＰＴＡ等々、給食担当の方、保護者がいらっしゃいまして、その中でこういっ

たことを町のほうで措置していただいているというところを年に数回、重ね重ねでお

知らせをしておりまして、その部分で何かのタイミングで各学校、保護者の方にお伝

えくださいというところをお願いしているところです。また、広報でもそういった部

分で広報紙等を使いましてお知らせをしているところです。 

 以上です。 

 

○内野さよ子議長 

 ほかに。 

 

○中村秀子議員 

 説明書の85ページの細事業名は文化活動推進・文化財保護費なんですけれども、こ

れは幾つかの事業について予算立てがしてあるんですけれども、昨日も質問いたして

おりますけれども、元寇カード９万円のポケモンカードのごたっとやろうかねってい

ろいろ想像をしているところですけれども、これからどういうふうな意味合いでこれ

を制作されるのか、またその次の修繕料というのが文化財収蔵庫ほか修理料が５万円、

収蔵庫予定箇所のシャッター修繕が200万円。なんかえらいこのシャッターだけで

200万円かかって、収蔵庫自体は５万円というのも不思議なところで、どこを想定さ

れて収蔵庫にされるのか、あるいはどういうふうな修繕なのかということを質問いた

します。 
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 また、その次の三十一文字コンテストの募集要項送料というのが12万7,000円計上

してありますけれども、これは誰に、どのくらいの人に、どういう関わりで募集要項

を発送するのか。前回応募された人のみにそういうふうなことをしているのか、広報

はどうなっているのかということ、そういうこと。 

 それから、その下の城堀公園管理委託料25万6,000円、これは地域の人たちがやっ

ていたのが、今度、業者、シルバー人材センターか何かに依頼されてると思うんで、

そういう事業だと思うんですけれども、年何回、城堀公園の清掃をされているのか。

地域の人もあそこら辺、城堀保存会みたいなのが活動されていますけれども、その

方々との連携はどうなっているのかという点をお聞きします。 

 

○矢川靖章生涯学習課長 

 まず、元寇カードですが、昨日の勉強会のときに若干説明をさせていただきました。

そのカード自体は、ネットワークに参加しているところで希望されるところが作って、

それが欲しい方がずっとそこら辺を巡って集めていただくというような、ちょっと言

えば、マンホールのカードがあると思いますけど、そういうイメージを持っていただ

ければというふうに思っております。 

 それと、収蔵庫のシャッター修繕ですけども、これにつきましては前の給食センタ

ーの配送する車の車庫を利用しまして、まだ解体するにはもったいないような建物で

ございますので、そこのシャッターが壊れておりまして、シャッターを修繕して、収

蔵庫の形で利用していきたいなというふうに思って計上させていただいております。 

 それと、三十一文字コンテストの郵送関係ですけど、前回応募をいただいた団体、

学校とか、そこら辺に募集要項等を送付させていただいている分の予算というふうに

なります。（「件数とか」と呼ぶ者あり）すみません、件数が今手元に持っておりま

せんが、どういたしましょうか。（「いいです」と呼ぶ者あり）大丈夫ですか。 

 それと、城堀公園の管理委託で、今おっしゃったとおり、シルバー人材センターの

ほうに委託をしておりまして、回数まで、すみません、手元に資料がありませんので、

時間をいただければと思います。城堀保存会も併せて後もってお答えいたします。 

 

○内野さよ子議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 

○重富邦夫議員 

 予算書の162ページ、ふくどみマイランド管理費の中のマイランド公園展望台アス

ベスト含有調査業務委託料ということで上がってますが、ここの使用目的を教えてく

ださい。 

 

○矢川靖章生涯学習課長 

 マイランド公園展望台アスベストの含有調査業務委託料の件ですけども、これにつ

きましては、今現在、マイランド公園の展望台が内部の鉄筋のほうが爆裂でむき出し

になってる部分がございまして、今後も爆裂が増えてくるというふうなところが考え
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られます。そのため、今現在、立入りができないような形で管理をしているところで

ございますが、今後、この展望台につきまして修理をするのか、解体というふうなこ

とも考えられるかと思いますので、そこら辺、どちらにしてもアスベストが入ってい

るかどうかというのは調査してこちらが分かっておらなければ今後進めないというと

ころで、今回、その調査業務を予算計上させていただいているところです。 

 

○重富邦夫議員 

 分かりました。改修工事をするか、解体工事になるのか、今後の協議というところ

になってくるんでしょうけれども、あの建物は鉄筋コンクリートですので、何年ぐら

いもつものなんでしょうか。剥離はあったとして、改修工事をしたとして、どのぐら

いの耐用年数が確保できるんでしょうか。 

 

○矢川靖章生涯学習課長 

 鉄筋コンクリートということで、通常40年から50年ぐらいは耐用年数はあるのかな

というふうに思っておりますが、マイランド公園が海に近いというところで、潮風等

が当たるというところで、若干その耐用年数については短くなるというところもある

かというふうに思っております。 

 数年前、その爆裂等がありましたので、どのくらいの爆裂等があっているかという

ところで調査をいたしまして、今のところ、躯体で、極端に言えば倒れるとか、そう

いうところまでは全然いってないということなので、修繕をすればまだもてるのかな

というふうに思っておりますが、修繕すれば費用的に結構大きな額となってきますの

で、修繕、それと解体とか、そこら辺を含めたところで検討が必要かと思っておりま

す。 

 

○重富邦夫議員 

 分かりました。 

 それでは、修繕にしても、解体にしても、恐らくはそれ相当の財源がかかるという

ふうに思われますので、単発的なものとして捉えて修繕する、解体するを判断するの

ではなくて、あくまでも町全体の観光だとか、そういったものとのつながりですか、

そういったところも含めて総合的に判断をしていただきたいというふうに思います。 

 

○矢川靖章生涯学習課長 

 マイランド公園の展望台は、単なる公園の展望台ではなく、ランドマークとかシン

ボルタワー的なところも含まれてるかと思っておりますので、生涯学習課だけではな

く、全町的にそこら辺検討をして、修理なり、解体なりというふうなことは考えてい

きたいというふうに思っております。 

 

○内野さよ子議長 

 ほかに質疑ありませんか。 
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○久原正好学校教育課長 

 先ほどの吉岡議員の御質問に加えまして、毎年、保護者の皆様へというチラシを始

業式以降、そして入学式以降、児童・生徒にお渡しをしてるんですが、その一番下の

ほうに、物価高騰対策として給食費を抑えていくことで保護者の負担を軽減しますと

いうものを配り、その中でも文言を入れて周知を図っているというところです。 

 以上です。 

 

○矢川靖章生涯学習課長 

 先ほどの中村議員の質問の中の三十一文字コンテストの配布先ですけども、学校等

の郵送料ということで、52箇所に送付をさせていただいておりまして、はがきで投稿

をしていただいている209名の方に郵送をさせていただいております。そして、併せ

まして前回入賞をされた方についても送らせていただいているところです。 

 それと、城堀公園については、シルバー人材のほうに年８回お願いしているところ

で、あと以前は地元の方が管理をしていただいたり、ボランティアでしていただいて

いたんですけども、今のところシルバー人材センターに年８回お願いしているので、

今回、それのみの除草関係というふうになっております。 

 以上です。 

 

○吉村大樹農村整備課長 

 先ほどお話があっております城堀の管理の部分でございますが、農村整備課のほう

で予算づけをしておりますのが、その城堀の中の水草の除去ということで、予算を令

和７年度もつけることで予定をしているところでございます。周辺じゃなくて、あく

までも水草でございます。 

 以上です。 

 

○中村政文総務課長 

 先ほど友田議員さんの質問の中で、ラスパイレス指数が96.6％で、本町は中間でい

るんだけれども、その辺も解消して職員の確保につながるようにというような質問と

いうことでよかったですかね。 

 その辺ではお答えになっていなかったのですけれども、本町の給与体系が初任給か

らの在職が若干長くなっている状況にあります。そこだけではないんですけども、そ

こんところがラスパイレス指数の96.6という、標準のところにいるというとこの位置

づけの主な理由なのかなというところは考えているところであります。 

 今回、給与改定の条例改正の中でも入っておりますが、その職員間の給与の位置づ

けの格上げ、それと５級職員以上の給与の格上げもなされておりますので、そういう

ところまで含めまして今後検討しながら、本町に見合った給与体系と、また白石町に

就職したいなというふうに思ってもらえるような給与体系を築けていければなと思っ

ております。今後、研究等を重ねてまいりたいと思っております。 

 

○内野さよ子議長 
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 ありがとうございました。 

 ほかに質疑ありませんか。 

 

○吉岡正博議員 

 予算書の183ページ、タブレットでは185ページになりますが、資料のところですけ

れども、課の定年退職及び応募認定退職に係る退職手当の欄のその他の加算措置とい

う、国と比べたところの欄があるんですが、ここを見ますと、早期退職に対する加算

率が国から見れば大分少ない加算率になっています。公務員の給与というのは、もう

ほとんど国公準拠で、何かおかしいんじゃないかと言っても、いや国、県がこうなっ

てますからという答弁なんですが、ここだけ下がって、国準拠ではないのはなぜでし

ょうかです。 

 

○中村政文総務課長 

 183ページの定年退職及び応募認定退職者に係る退職手当、その他加算措置のとこ

ろの質問でよろしい。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 ここは、県の市町総合事務組合の取扱いとなっております。国は、退職勧奨制度か

ら早期退職募集制度というふうに変更がなされておりまして、対象年齢が50歳から

59歳までであったものが45歳から59歳までというふうになっております。しかしなが

ら、県の市町総合事務組合が50歳から59歳までを退職勧奨制度としているために、加

算率が違っているというところでございます。 

 以上です。 

 

○吉岡正博議員 

 それならば、なぜ県の退定組合が国に準拠していないんでしょうか。 

 

○中村政文総務課長 

 県のほうはこの市町組合には入ってなかったと思いますけど、どうでしょうかね。

（「いや、入ってる」と呼ぶ者あり） 

 

○吉岡正博議員 

 いや、僕が質問してるのは県のレベルの退定組合がなぜ国に準拠してないんですか、

つまり佐賀県の市町村はなぜ準拠してないんですかというのを聞いてます。 

 

○中村政文総務課長 

 国の制度が早期退職募集制度に変わったというところもあって、そこに準拠しなか

ったというところだと考えてます。そこの詳しい内容についてはもう一回調べまして、

後で報告させていただきます。 

 

○内野さよ子議長 

 ほかに質疑ありませんか。 
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 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 では、これで質疑を終わります。 

 本日の会議はここまでとし、明日に延会したいと思います。御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。 

 本日の会議は明日３月13日に延会します。 

 

13時49分 延会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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